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年間売上 月額顧問料 所得税申告
消費税申告
（本則）

消費税申告
（簡易）

年間総額
（税抜）

1,000万円未満 0円 50,000円～ 20,000円 10,000円 60,000円～

1,500万円未満 0円 60,000円～ 30,000円 20,000円 80,000円～

2,000万円未満 0円 70,000円～ 30,000円 20,000円 90,000円～

3,000万円未満 0円 80,000円～ 30,000円 20,000円 100,000円～

5,000万円未満 応相談 100,000円～ 30,000円～ 20,000円～ 120,000円～

7,000万円未満 応相談 120,000円～ 30,000円～ 適用外 150,000円～

7,000万円以上

年間売上 月額顧問料 法人税申告
消費税申告
（本則）

消費税申告
（簡易）

年間総額
（税抜）

1,000万円未満 15,000円 80,000円～ 20,000円 10,000円 270,000円～

2,000万円未満 15,000円 100,000円～ 20,000円 10,000円 290,000円～

3,000万円未満 20,000円 120,000円～ 30,000円 20,000円 380,000円～

5,000万円未満 25,000円 130,000円～  30,000円 20,000円 450,000円～

＊「不動産所得」の申告のみ方は、上記「所得税申告」から20,000円減額します。

＊土地等の譲渡、株式の譲渡等については、別途（報酬料金）相談いたします。

報酬料金表（法人の方）

報　酬　規　程

報酬料金表（個人事業主の方）

　　応相談

＊上記料金表には「記帳代行」報酬は含まれていません。

　「記帳代行」料金は、月の仕訳数100件までは10,000円となります。100件をを超える部分は、１仕訳に
つき80円となります。

＊年間売上3,000万円未満の個人事業者様には「月額顧問料」はかかりません。
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7,000万円未満 30,000円 150,000円～ 40,000円 適用外 550,000円～

1億円未満 30,000円 180,000円～ 50,000円 適用外 590,000円～

1億円以上

※税務相談　　　　　　　 　30分5,000円～

※年末調整　　　　　　　 　基本報酬5,000円（１名につき3,000円加算）

※償却資産申告書作成　　　10,000円(増減資産10件まで一律で、超える場合は別途となります。)

※法定調書作成　　　　　　10,000円(支払調書10件まで一律で、超える場合は別途となります。)

※税務調査立会                  　   30,000円(１時間以上１日とみなし、交通費は実費計算となります。)

　「記帳代行」料金は、月の仕訳数100件までは10,000円となります。100件をを超える部分は、１仕訳に
つき80円となります。

＊「月額顧問料」には、巡回指導・相談料、各種届出等の報酬料金が含まれています。

　ただし、仮決算につきましては内容によって別途料金が発生しますので予めご了承ください。

＊「法人税申告」「消費税申告」（決算込）のみのご依頼も承ります。

　その場合、報酬料金が20,000円～50,000円加算されます。

オプション

　　応相談

＊上記料金表には「記帳代行」報酬は含まれていません。
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